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意

 

見 

ユニバーサルサービス確保のために必要な日本郵政グループの負担が過重となっている

ことから、固定資産税等に対する税務上の措置をはじめとする「負担緩和策」を早急に講じ

ていただきたい。 

また、顧客利便性を阻害している預入限度額や新規業務にかかるいわゆる「上乗せ規制」

などについては、一刻も早く撤廃をいただきたい。 

 

 

 

 

 

 

理

由 

全国郵便局長会は、郵政事業及び地域社会の発展に寄与することを目的に組織されてお

り、かつこの実現を至上の喜びとして活動しています。また、地域の皆様に喜んでいただく

ことこそが郵政民営化の成功の姿と考えこれまで取り組んで参りました。この目的は、日本

郵便株式会社法に定める会社の目的とも完全に一致するものです。 

さて、審議会の答申（案）においては、 

『 郵政事業のユニバーサルサービスの確保方策については、短期的な観点からは、日本

郵政及び日本郵便は自らの経営努力により現在のサービスの範囲・水準の維持が求めら

れる。日本郵政グループにおいては、平成２７年４月に「中期経営計画」を発表してい

るが、その着実な推進が期待される。』 

と述べられており、短期的には、ユニバーサルコストを専ら経営努力で吸収することを求め

ています。 

しかし、日本郵政は、民営化前から利益の５０％（法人税よりも高額）を国庫に納付して

参りましたし、民営化後においても、２００７年下期～２０１３年度において、  

法人税、住民税及び事業税  ２５，１２５億円 

    預金保険料           ５，４１８億円 

      保険契約者保護機構負担金       ４８億円 

を負担しています。(出典:平成２６年１２月２５日の郵政民営化委員会資料) 

また、国の政策により分社化したことにより発生した会社間取引にかかる消費税を毎年８

００億円（消費税１０％に引上後は１，０００億円）負担しております。   

こうした負担の中において更にユニバーサルコストを経営努力によって吸収するにはお

のずと限界があります。 
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